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崎

服

7

ル
ク
ス
の
農
業
経
済
制
・

所
得
申
告
遺
漏
の
補
完
方
法

岡
家
中
」
枇
曾

抱
肌

教
投
法
事
情
士

作所I~ 河

田戸田

車正嗣

一雄郎

我
慢
法
申
博
士

助
枇
技
法
串
士

常
柑

プ
ル
ゲ
ン
氏
の
諸
枇
曾
士
義
評
論
政
技
法
山
中
博
士

産
業
ご
し
て
の
林
業
の
特
性
・
霊
附

~
m
M

琉
球
の
婿
藩
置
牒
・
・
・
・
・
・
敬
技
法
問
申
怖
士

雄

柑

錦

峨

津
川
料
藩
の
武
士
帰
農
策
・
-
・
・
設
技
師
帖
掛
川
品
工

統
計
に
於
げ
る
一
玉
虫
一
計
算
・
・
・
腕
刷
出
制
川
崎
叫

銀
行
法
ミ
普
通
銀
行
の
資
本
金
・
一
川
教
授
怯
見
守
I

池山山

A
9
・

支
柵
描
品
開
J

件

-
H
4蹴
行
特
別
融
通

A
調
夫
同
償
法
・
盗
栂
ノ
金
融
構
附
一
戸
剖
ス
ル
有
企
噌
羽
ニ
附

λ

ル
法

叩
・
特
別
融
油
瀧
光
背
旭
川
・
向
エ
骨
議
防
法
・
市
川
瑚
士
法
・
保
枯
古
山
叩
法
中
改
正
・
時
枕
ー
し
川
崎
法

剛

削

鐘

蹴

本
誌
第
二
十
四
巻
網
目
録

田

島

錦

治

千

田

憲

夫

山
本
美
越
乃
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プ
ル
グ
ン
氏
の
諸
枇
曾
主
義
評
論

(
評
五
)田

島

重品

1台

第
五
卒

集
産
制
の
一
枇
舎
に
於
け
る
自
作
農
、

工
匠
、
届
王

刑
品
自
主
義
山
り
他
の
方
式
の
研
究
に
入
る
に
先
に
ち
余
輩
は
枠
組
に
集
産
主
義
が
些
小
の
地
面
を
以
て
耕
作
す
る
白

作
岨
局
、
努
倒
加
の
道
共
h
z
以

τ働
〈
工
佐
、
商
業
資
本
を
以
て
祭
業
す
る
小
資
底
主
の
小
財
産
ご
少
〈
正
一
も
宮
腹

の
内
で
も
調
和
す
る
を
得
る
か
を
考
察
せ
ん
ピ
欲
す
。

働
・
白
、
南
湖
り
如
き
小
財
産
の
所
布
が
最
も
多
吉
岡
に
於
て
は
、
枇
曾
主
義
者
の
過
宇
は
此
純
の
刻
産
が
他

人
の
崎
労
働

ω使
川
を
持
前
正
す
る
資
本
主
義
的
財
産

(
E
官

0
1斥
品
。

8
E宏
伸
。
)
ご
本
質
上
異
な
'
り
て
現
に
曾
重

せ
ら
れ
、
且
柑
菜
、
も
稔
重
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
予
γ
言
明
す
。
此
言
明
の
中
に
彼
等
は
此
倒
人
的
方
式
(
剛
山
川
明

第
六
焼

語t

耳E

プ
ル

F
シ
民
の
諸
枇
曾
主
義
評
論

第
二
十
四
巻

一Q
Q
豆
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轟

苑

プ
ル
グ
ン
氏
申
請
一
位
曾
主
義
評
論

第
二
十
四
巻

第
，、
親

，、
i'!I 

一O
O大

日
U
心
町
一
叫
閥
抗
)
印
ら
時
代
後
れ
の
生
産
方
法
の
最
後
の
遺
跡
が
事
物
自
然
の
潮
流
に
由
り
て
除
去
せ
ら
る
、
円
お
茶

存
在
を
保
設
す
。

こ
れ
ル
千
人
百
九
十
二
年
山
マ
ケ
t
1
ユ
曾
議
及
び
千
八
百
九
十
周
年
の
ナ
ン
ト
曾
議
り
各
綱
領
並
に
此
黛
仮

ω著
者
の
地
宇
凶
綱
傾

ω皆
一
致
す
る
所
な
b
o
リ
ー
プ
ク
ヰ
ヒ
ト
氏
は
姻
仰
耐
閥

ω自
作
小
地
主
が
最
も
多
〈

の
場
合
に
於
て
唯
有
名
川
鳩
山
一
貨
の
所
布
植
を
有
す
る
の
み
な
る
に
も
拘
は
ら
争
倫
は
共
所
有
擁
を
固
守
す
る
を
認

む
。
放
に
所
荷
機
浅
吹
の
命
令
一
た
び
出
で
ん
か
、
疑
も
鉱
山
〈
彼
等
の
猛
烈
な
る
一
占
抗
を
慈
越
し
、
恐
ノ
、
は
会
闘

の
銀
乱
、
己
な
る

-2ゐ
る
ぺ
し
。
国
昨
是
よ
り
先
き
(
千
八
百
六
十
九
年
)

J

l

士
曾
乱
に
投
一
山
市
せ
ら
れ
た
る
高
同
勢

働
者
協
曾
(
己
己
O
E
P
R
O
E
-
o
)
の
決
議
仁
向
れ
い
ば
枇
曾

ω
利
盆

潟
め
土
地
的
私
有
を
麹
じ
て
刑
曾
叫
共
有
ご
潟

す
を
必
要
ご
す
ご
ゐ
れ
い
日
)
色
、
今
や
此
決
議
全
適
用
す
る
を
避
り
、
す
べ
て
農
民
の
絶
叫
神
的
位
置
に
就
て
彼
等
を

敬
一
導
せ
ん

JELτ
、
彼
等

ω抵
嘗
債
務
を
岡
家
自
身
の
債
務
に
移
す
が
如
き
負
俗
料
減
立
刀
法
金
主
張
し
、
及
ぴ

現
在
岡
有
り
土
地
の
上
に
行
は
る
、
農
民
組
合
の
競
守
に
尚
り
て
彼
等
(
制
作
)
を
共
産
制
度

ω方
に
引
寄
す
る
こ

古
に
専
ら
努
力
す
る
p
h

正
、
な
れ
り
。

小
な
る
所
有
及
び
小
な
る
商
業
は
自
由
組
合

ω領
域
セ
形
成
す
べ
き
こ
吉
、

私
有
財
産
は
相
縫
ら
ず
小
な
る
生
誕
方
似
物
(
川
刷
出
郡
部
諸
説

f
J
に
迎
用
せ
ら
る
べ
き
こ
吉
、
集
産
主
義

の
諸
方
式

(-B
『

U
E己
自
)
は
資
本
主
義
的
集
中
が
併
に
行
は
る
、
工
業
の
郎
類
に
の
み
特
別
に
池
則
せ
ら
る
べ

グ
Y

デ
ペ
エ
ル
ド
氏
の
書
じ
は
、

le prog田町田，edu Congres de Marseille en ]892， et rlu Congres de Nantes 
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き
こ
子
宮
設
〈
。
氏
日
，
、
「
農
夫
よ
か
土
地
を
、
商
人
よ
り
応
舗
を
、
小
工
匠
よ
り
仕
事
場
を
奪
は
ん
ご
欲
す
る

共
等
の
人
々
は
大
資
本
家
等
の
潟
め
に
財
産
を
牧
用
吾
れ
・
零
落
し
無
資
力
己
な
る
」

<!:主
o " ifd: 

曾
主
義
者

非
すも

ジ
ョ

l
レ
ス
氏
に
依
れ
ば
岡
村
の
所
有
機
は
農
民
が
そ
れ
を
以
て
彼
の
利
益
吉
信
宇
る
聞
は
い
つ
ま
で
も
集
産

制
度
の
下
に
於
て
維
持
せ
ら
る
ぺ

L
。
且
助
機
刺
は
高
利
資
本
の
銭
食
じ
岨
到
し
て
保
護
せ
ら
れ
、
祇
蛍
を
解
か

れ
、
投
機
及
び
高
利
よ
h
見
が
る
ぺ

L
C
軸
州
大
槻
今
ピ
岡
仁
〈
諸
鹿
に
小
工
場
例
へ
ば
裏
庭
(
刺
蹴
十
剛
叫
ん
仙
一
品
川
)

の
唱
に
隠
れ
た
る
鋳
物
の
小
仕
事
場
の
如
，
，
、
小
工
匠
が
二
三
の
助
手
ぜ
共
に
働
〈
場
所
を
維
持
す
る
伐
に
な
る
べ

f
L

。ダ
ュ

1
y
・ゲ

1
ド
氏
。
巳
自
の
z
g品
。
)
も
亦
回
〈
廿
生
産
方
便
物
が
其
所
省
者
に
由
b
て
利
用
せ
ら
る
、
程
に

猶
ほ
小
規
模
作
会
る
に
於
て
は
、
余
輩
は
寧
ろ
此
質
際
例
人
的
な
る
所
有
を
倉
重
す
る
も
の
に
し

τ、
之
を
脅
迫
す

る
さ

L
て
勉
に
も
余
輩
を
非
難
す
る
は
常
ら
宇
」

ε。

ガ
プ

y
エ
b
F

・
グ
グ
イ
ル
氏
の
説
じ
依
れ
げ
「
持
働
の
諸
方
便
物
は
た
E
ひ
個
人
所
有
の
形
態
を
有
す
古
も
、
そ

れ
等
が
之
を
白
か
ら
利
用
す
る
人
の
手
に
在
る
に
於
て
は
、
同
宵
働
粛
は
唯
此
所
有
の
形
態
を
断
々
に
除
き
去
る
所

の
事
件
の
成
り
行
に
放
任
す
る
の
み
」
。

然
れ
ど
も
自
作
農
及
び
小
工
匠
が
諸
事
質
(
硝
れ
紘
一
明
い
一
日
制
一
蹴
を
)
に

由
h
任
意
的
に
彼
等

ω些
小
な
る
叫
労
働
用
具
の
私
有
を
棄
て
、
、
真
に
集
底
主
義
的
所
有

ω剛
山
ふ
る
一
層
大
な
る

誼

苑

プ
ル
ゲ
ン
氏
自
諸
批
合
主
議
評
論

第
二
十
四
巻

一O
O
七

第
六
騨

六
五
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利
益
営
享
り
ん
ご
す
る
ほ
侃
に
な
る
迄

ω
聞
は
共
私
有
を
維
持
せ
し
む
ぺ

1
0
、
枇
品
目
主
義
は
諸
経
済
現
象
に
先
臨
す

設

苑

プ
ル
ゲ
シ
氏
由
諸
一
昨
合
主
義
評
論

第
一
一
十
四
巻

一O
O
A

第
六
扱

ぺ
き
主
張
を
有
せ
ず
、
彼
は
そ
れ
等
に
官

μvu以「
1
本
分
己
す
。

加
之
、

向
作
曲
凪
が
自
が
ら
進
凡
で
抗
扇
小
な
る

土
地
の
排
他
的
所
有
維
を
放
楽
す
る
に
至
る
お
一
は
、

地
租
及
び
抵
骨
間
的
務
を
見
除
L
、
肥
料
神
子
及
ぴ
機
械
を
無

料
に
て
消
費
使
用
せ
し
む
る
等

ω方
法
を
以

τ彼
を

L
て
共
産
制
度
に
蹄
依
せ
し
む
る
徒
に
す
る
な
り
。
ヅ
グ
ィ

R
氏
は
工
業
農

戸
氏
は
集
産
主
義
者
が
小
所
有
権

ω
最
も
異
拍
車
に
し
て
且
故
も
熱
心
な
R

保
誠
岩
山
v
h
t
言
ひ
、

来
又
は
商
業

ω何
れ
に
在
る
に
拘
は
ら
中
小
所
布
は
之
を
保
雄
す
ぺ
し
己
結
論
す
。

批
品
目
主
義
者
が
事
貨
に

r
u
A
γ
r
f
r
v
r
v
v
v
z明
言
せ
る
は
貨
に
彼
等
の
主
義

ω
論
理
内
に
留
ま
れ
る

も
の

E
詞
ふ
可
し
o

然
れ
ど
も
一
品
質

r
r駈
せ
中
ピ
の
口
貨
の
下
か
ら
彼
等
が
小
所
有
を
共
存
在
を
脅
迫
す
る
所

の
高
利
資
本
の
試
食
に
謝
し
て
防
禦
す
る
こ
ご
を
約
束
す
る
時
、
彼
等
は
倫
同
じ
く
論
理
的
な
h
正
樹
ふ
ぺ
き
乎
。

こ
れ
は
集
産
的
所
有
り
普
遍
化
に
導
く
ベ
ラ
進
化
じ
反
す
る
こ
ぎ
ぜ
態
々
な
す
も
の
に
非
十
や
。
到
底
滅
失
的
外

致
し
方
な
し
ご
宣
告
せ
ら
れ
た
る
も

ω(付
鵠
の
)
を
救
助
せ
九
百
欲
す
る
は
彼
等
の
矛
盾
に
非
す
や
o

地
方
的
策

協
を
一
荊
せ
ん
ご
す
る
の
諸
君
臨
(
哨
附
齢
制
川
相
官
)
は
絹
川
則
、
九
州
訓
い
刊
誌
元
)
の
純
粋
ヤ
陰
催
す
る
に
至
る
〈
し

ご
の
エ
ン
グ
庁
ス
の
考
は
先
づ
余
輩
の
立
'VF
獲
た
る
も
の
な
h
J
U

側
代
主
義

(
O
芯
2
2
E
5
0
)
の
肌
鮎
じ
は
疑

ひ
も
無
〈
他
の
枇
曾
主
義
者

ω
如
〈
専
念
ゼ

F
る
獅
逸
刷
曾
民
主
祭
は
い
T
入
百
九
十
五
年
の
プ
レ
見
ラ
ウ
柑
H
議

ηノ

1
プ
ク
寺
ヒ
ト
及
び

4
1
4
P
の
支
持
ゐ
h
J
た
る
に
h
拘
ら
中
、
農
村
の

(の
O
H
M

四
品
切
母
国
司

g
U口
)
に
於
て
、

Cab. D吋 i1'e， L.e Cl1，ふafaldlJ KflY! 1I1arr， p. y) et 60; l.:Jr.ùzc/?~~ socia. 
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プ

ロ

グ

ラ

ム

リ

小
所
有
を
章
酎
仁
す
る
傾
ゐ
る
一
綱
似
を
底
止
し
た
hノ
O

此
理
論
上
の
貼
は
如
何
に
あ
り

t
b
暫
〈
之
を
引
き
、
必
に
同
同
時
に
多
〈
五
同
人
の
考
慮
官
倣
ひ
す
る
他
の
疑
問

ゐ
b
o
υ
集
産
制
度
は
自
己
の
諸
生
産
方
便

ω上
に
有
す
る
生
死
者
り
小
所
有
械
を
曾
重
し
能
ふ
か
。
引
リ
集
産
主

義
ご
諸
生
室
長
の
制
人
的
所
有
正
の
間
に
絶
調
的
山
地
細
川
弘
元
ふ
。
川
自
身
に
使
用
す
る
人

ω手
仁
保
有
を
許
さ

ん
ど
す
る
所
の
所
布
棋
の
楠
類
は
彼
が
現
令
所
持
す
る
所
り
も

ω
Z等
飾
り
も
の
な
る
べ
き
か
o

0

0

0

0

0

3

3

 

第
一
に
白
作
曲
且
に
就
て
考
ふ
る
に
・
彼
山
り
植
利
は
樺
形
し
及
び
制
限
せ
ら
る
〉
ぜ
見
る
べ

L
o
跡
形
す
ご
い
よ

所
以
は
、
彼
的
所
布
拙
は
も
は
や
絡
齢
的
及
び
永
久
的
の
も
の
に
非
中

L
て、

闘
の
最
高
館
有
権
(
ぽ
品
。
自
由
一
日

2
5
2
3
に
委
托
せ
ら
れ
支
配
せ
ら
れ
、
私
布
川
産

ω最
後
の
跡
形
ま
で
も
殺
ひ
て
集
産
的
財
屈
を
麟
張
せ
ん
ぜ

賞
然
心
懸
り
居
品
目
白
椴
の
気
織
に
従
泌
す
る
不
安
定
的
も
の

Z
な
れ
ば
な
り
。
彼
の
樺
利
は
析
配
せ
ら
る
ご
い
ふ

所
以
は
次
の
如
し
。
農
夫
は
は
収
早
業
土
地
を

J
J

員
一
る
を
得
宇
、
叉
之
を
賃
貸
す
る
を
得
宇
(
そ
れ
は
彼
を

L
て
資
本

主
の
資
格
を
取
ら

L
む
る
よ
ピ
、
な
る
故
に
)
、

而
し
て
相
績
に
由
る
士
地
所
布
椛
の
侍
承
に
就
て
は
、

国
は
共

一
旦
有
害
芭
判
決
し
た
る
制
度
ど
永
縦
さ
せ
白
線
に
、
何
山
川
hr
之
eT
底
止
す
る
方
に
宿
命
的
に
導
炉
る
ぺ
し
。
爾

来
土
地
は
貨
幣
及
び
交
易
が
全

t
跡
合
経
つ
が
放
に
最
早
交
易
伺
伯

(
E
F一円自白百戸
M
E
M
L
め
)
を
有
せ

F
る
ぺ

L
。

農
夫
は
其
土
地
的
資
本
(
の

3-z二
。
日
目
与
を
失
ム
ペ

L
、
土
地
は
最
早
彼
に
向
て
資
本
債
伯

(
E唱

h

片
山
一
正
一
日
百
円
)
の

投
資
り
一
形
態
正
な
ら
ざ
る
ぺ
〈
、
唯
彼
が
す
べ
て
の
他

ω
も
の
よ
ら
特
夏
に
利
用
す
る
所
の
生
産
方
位
ご
な
る

設

苑

八
七

プ
ル
ゲ
ン
氏
自
諸
祉
官
主
説
評
論

第
二
十
四
谷

一C
C九

先
六
披
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睡

苑

プ
ル
ゲ
シ
氏
自
時
世
曾
主
義
評
論

都
ニ
十
四
巻

第
六
蹴

喝、ー、
プ
ョ
F

。
O 

に
過
ぎ
古
る
べ
し

『
土
地
は
農
民
自
最
も
大
切
な
J
o

r
る
生
産
方
健
な
る
由
意
味
、

農
夫
の
土
地
を
耕
作
し
共
放
用
を
享
受
す
る
諸
僚
件
も
亦
非
常
に
縫
改
せ
ら
る
ぺ
し
。
彼
は
其
家
族
の
消
費
に

供
せ

5
る
〈
き
生
産
物
を
如
何
に
す
べ
き
か
。
吾
人
は
彼
が
そ
れ
を
貨
鮮
に
見
積
れ
る
債
格
に
て
寅
る
ご
想
像
す

る
を
得

T
・
何
ご
な
れ
ば
吾
人
は
貨
融
制
並
び
に
そ
れ
に

t
見
積
れ
る
債
格
が
、

た
正
ひ
部
分
的
に
て
も
、
融
労
働
翠

位
を
以
て
計
ら
晶
、
定
慎

ω
側
に
雨
々
樹
立
す
る
こ
ご
を
怨
像
し
得
さ
れ
ば
な
h
o
倒
値
的
二
つ
の
方
式
は
同
様

i
k
v

，
『
集
産
制
印
刷
な
る
同
一
の
拙
M

叫
に
於
て
小
土
地
を
有
す
る
農

の
境
域
に
於
て
共
存
し
得
る
も
の
ド
ー
す
(
民
山
生
存
開
A
H
之
と
岡
操
な
る
生
爪
物
印
ち
集
底
的
土
地

。
。
。
。
。

剖
引
山
一
一
叫
円
一
一
日
閉
山
札
一
砧
刊
誌
記
山
方
)
。
而
し
て
若
し
集
産
制
施
行

ω始
め
の
経
過
期
間
、
金
が
商
品
的
負
情
(
自
?

の
諸
貨
物
に
向
て
同

ロ
戸
高
一
?
E
R
n
E
E色
目
)

卸
も
そ
れ
白
身
に
寅
債
を
有
す
る
交
易
媒
介
ご
し

τ
沈
過
を
綴
り
る
な
ら
ば
、

勢
働
切
符

は
同
情
値
山
一
胤
基
(
相
伽
)
ご
し
て
の
強
制
力
争
一
蹴
ぐ
が
放
に
、

ヲ
ぞ
れ
自
身
は
金
に
見
積
ら
れ

τ接
動
す
べ
き
師
団
値
を

有
す
ぺ
〈
し

τ、
保
闘
往
昔
り
紙
幣
た
り
し
土
地
的
ア
ツ
V
F
3
1

、

ζ

れ
位
千
七
百
凡
十
九

E
E一盟国
Z

Z
立時
O
E
E
M内

戸

屯

年

十

二

H
白
布
令
に
山

り
て
遊
行
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
が
共
合
時
は
祇
一
時
に
非
f
L
て
王
制
地
及
び
附
削
川
産
を
直
却
し
て

ηへ
き
収
入
量
以
て
後
H
J

抵
泣
せ
ん
こ
と
を
約
束
せ
る
一
舗
の
公
債
券
な
り
L
か
ば
北
地
的
ア
ツ
シ
=
ャ
l

k
呼
ぶ
、
但
し
後
に
は
不
換
紙
幣
と
な
り
た
旬
、

の
如
〈
末
清

算
の
物
h
n
F
E
E
S
-
二
日
』
旦
斥
切
)
を
目
宛
ご
す
る
動
産
的
ア
ツ
V
-
3
1
2
E四
E
Z
E
o
z
z
g
(
同
一
雄
一
日
制
…
閉
山
す

鮪
同
決
附
す
べ
き
も
の
J

t
る
が
故
に
斯
〈
い
ふ
、

た
る
に
過
ぎ
ぎ
る
も
の
己
な
る
べ
し
。
国
悼
集
産
制
に
依
る
士
地
rehJ
牧
獲
す
る
穀
物
が
岡
よ

り
卒
均
生
産
カ

ω勢
働
原
慎
仁
由
り
て
定
め
ら
る
、
所
の
定
舗
を
有
す
る
以
一
上
は
、
農
夫
が
需
要
及
び
供
給
に
従

ひ

τ誕
勤
す
べ
き
嶋
労
働
切
符
の
煩
絡
に
向
て
市
場
に
彼
の
毅
物

4

佐
賀
る
こ
己
を
許
さ
る
べ
し
芭
は
思
は
れ
守
(
語
一

-、

a ・e
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供
給
に
従
ひ
て
檀
鋤
す
べ
き
捗
働
切
符
心
哨
防
止
い
ふ
意
味
は
若

L
市
場
に
於
て
殺
仙
閣
を
岬
符
に
で
直
る
こ
と
を
J

o

許
す
と
き
は
切
符
は
恰
も
紙
幣
4
同
様
に
需
担
及
び
供
給
由
法
則
に
従
ひ
て
引
憎
格
U
掛
励
す
る
こ
と
を
剖
ふ
』

者
し
農
村

ω
小
地
主
に

彼
等
山
牧
獲
物
を
拙
労
働
切
符
を
以

τ責
る
こ
ピ
を
許
す
な
ら
ば
、

こ
れ
は
諸
貨
物
(
山
時
前
則
前
日
出
向
肘
)
に
就
て
の

日:、

ゐ
u
m
d
・1

切
符
に
就
て
も
相
場
取
引
公
正
問
5
z
m
o
)
を
一
般
に
開
放
す
る
e

』
古
、
な
h
、
刑
曾
主
義
が
従
来
破
壊
せ
ん

芭
欲
す
る
所
山
総
て
の
機
関
(
悦
吋
高
)

。
也

g
-
Eロ
E
2
釧
刊
一
一
一
一
誠
一
一
山
川
叫
ん
時
間
一
一
刊
一
)
を
集
産
制
の
枇
曾
内
に
維
持
す
る
こ
正
、
な
る
べ

L
。
こ
れ
は

自
作
農
(
詰

H
J
の
縛
め
に
土
地
の
配
作
及
び
土
地
的
資
本
の
利
子
を
兎
容
す
る
こ
己
、
な
る
べ
し
。
最
後
に
こ

れ

は

ま
T

(

諸
誌
な
)
を
許
す
こ
ど
、
な
礼
的
中
毒
し
私
的
商
業
に
向
て
の
穀
物
が
市
場
を
支
配
し
、
精
低

き
倒
格
臨
時
一
一
川
町
一
日
常
叩
)
に

τ質
賃
せ
ら
る
、
-E
き
は
、
同
有
の
総

τの
小
姿
を
倉
庫
内
に
押
し
遣
弘
遂
に
之

た
る
私
的
商
業
、

投
機
銀
行
及
び
取
引
所
、
信
用
及
び
高
利
資
本

(r

を
腐
敗
せ
し
む
る
結
果
伝
来
す
ぺ
し
。
故
に
若
し
農
民
仁
一
彼
の
小
土
地
の
保
有
を
許
す
な
ら
ば
、
少
〈
己
も
其
総

て
の
生
産
物
を
公
共
倉
庫
に
納
入
せ
し
め
、
倉
庫
は
勢
働
の
普
通
卒
に
由
る
切
斜
を
以
て
す
る
債
格
を
彼
に
奥
ふ

る
こ
ど
は
必
要
な
・
9
ピ
す
。
(
匙
)

原
註
正
ジ
ョ
l
レ
ス
氏
申
請
を
載
す
司
同
〈
『
人
情
山
曜
の
認
む
る
別
に
依
れ
ほ
、

to農
民
の
所
有
構
(
社
説
村
)
が
存
続
す
る
と
し
て
屯

此
楠
利
は
此
曾
主
義
自
制
世
に
白
か
ら
輯
形
す
る
様
に
俄
偽
な

f
さ
る
べ
し
、
何
3

と
な
れ
ば
械
母
由
生
産
物
量
買
十
も
由
は
闘
民
自
共
同
側
値
恥
は

れ
ば
な
リ
と
い

L
こ
と
は
金
〈
慎
貨
な

m'』
と
。
i

|
旨
日
宮
内
凶

FROEω

岳
ど
z口一町内

H
8
P
V
Rロ
口
司
、
ロ
-
m
r
H
E
z
-
-
Q
M目
白

2
段目
Y
-
u

腔
MFu凶
-
n
o』
同

・

説

苑

プ
ル
ゲ
シ
氏
自
訪
位
台
主
義
評
論

，、
ブL

第
二
十
四
巻

O 

第
六
棋

-、

， ' ..." 
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話

苑

プ
ル
ゲ
シ
氏
自
諸
枇
官
主
語
評
論

第
二
十
四
巻

最。
も。
株。第
.，¥.1'・0 中師 ハ

官。競
る。

方。主
式。 U

向
fL 

O 

農
民
が
並
(
総

τ
の
生
産
を
納
入
す
る
ご
サ
ば
其
僚
は
帽
の
率
は
如
何
な
る
べ
き
か
。

ば
、
農
民
は
其
耕
作
用
HA
即
も
家
畜
、

]~ 
鋤

肥
料
等

ω所
有
権
を
失
ふ
ぺ

L
。
此
等
用
具
は
以
後
は
閥
家
之
を

交
付
し
、
其
使
用
を
監
借
す
べ
し
。
小
地
主
た
る
農
夫
は
其
作
れ
る
生
産
物
は
如
何
な
り
ご
も
、
平
均
剣
強
度
的

彼
的
労
働
時
間
に
従

οτ
酬
は
る
べ
し
。

放
に
前
仁
高
艇
に
て
盤
館
な
る
小
袋
一
畑
、

肥
沃
な
る
牧
場
又
は
良
好
な

毛
市
川
端
川
畑
を
得
た
る
小
地
主
は
彼
の
勤
勉
節
約
の
結
果

ω総
τを
夜
止
〈

f
べ
し
。
彼
は
痩
せ
た
る
蕎
婆
畑
叉
は
集

産
制
度
下

ω土
地
り
制
嘗
を
無
償
に

τ受
〈
る
農
夫
よ
り
良
き
報
酬
を
受
〈
る
こ

t
h惜
し
。

来
に

r
H
V
nレ。ス

rげ
y
rに
依

h
て
良
夫
が
彼
の
耕
作
用
の
諸
材
料
を
新
調
し
又
は
増
加
す
る
注
意
豆
大
に

そ
れ
等

ω
所
有
椛
を
保
持
す
る
を
得
る
場
合
に
就

τ考
・
祭
す
ぺ

L
(
時
一
信
一
辺
市
)
。
此
州
場
合
に
彼
は
此
方
式
に
特

古
引

ω
報
酬
方
法

ω池
周
を
受
付
、
彼

ω
俊
秀
な
る
耕
作
に
肉
る
特
別

ω
刺
測
を
彼

ω
助
手
に
分
配
す
る
を
許
す
係

件
の
下
に
於
て
、
彼
り
生
席
物

ω量
に
肱
じ
て
彼
は
共
抑
制
酬
を
受
〈
る
が
放
に
、
白
か
ら
集
約
的
別
作
に
就
て
大

な
る
利
害
関
係
を
有
す
ぺ

L
o
然
れ
ど
も
其
貸
率
は
土
地
の
自
然
的
不
卒
等
よ
ち
生
す
る
総
て
立
立
川
英
を
除
き
去

る
べ
き
方
法
を
以
て
計
算
せ
ら
る
べ
し
。

ヘ
放
に
郁
二
一
章
節
己
仰
に
畑
町
げ
J

/
た
る
例
を
山
び
蕊
に
町
刷
れ
ば
、
、

例
へ
ば
一

~
p
ト

p
y
ト
戸
の
小
説
宮
に
謝
し

て
、
甲
乙
各
級
地
の
要
す
る
肥
料
、

償
却
(
川
本
)
及
び
第
働
内
一
中
均
投
用
に
従
ひ
て
下
放
的
乙
地
は
二
十
枚
の
切

符

ω支
抑
金
受
付
、
上
秘
的
甲
地
は
僅
か
に
十
枚
を
受
〈
べ
し
。
新
〈
し
て
甲
地
を
所
有
す
る
良
夫
は
其
曾
て
高

領
主
以
て
得
た
る
後
に
享
受
し
た
る
所
得
を
矢
政
ム
リ
失
ム
こ
正
、
な
る
な
h
鉱山町山一山一
M
M
…
州
叩
耕
一
心
一
川
る
)
。
集
産

-、

， . -... 
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制
に
於
て
は
是
非
芭
も
土
地
の
地
代
を
底
止
せ
・
さ
る
べ
か
ら
宇
ど
な
す
。
国
家
は
決
し
て
良
好
な
る
土
地
の
耕
作

者
に
批
判

L
、
共
所
有
者
な
る
ご
然
ら
ざ
る

F
r悶
は
守
、
或
は
北
脱
出
μ
た
る
土
地
の
上
に
於
て
唯
十
枚
(
時
側
)
の

原
舗
を
以
て
生
産

1
得
た
る
毎
ヘ
ク
ト

y
y
ト
ル
の
小
会
に
二
十
枚
を
支
抑
ひ
、
或
は
杢
倒
的
小
袋
戸
時
へ
ク
ト

y

ッ
ト
F

の
平
均
旅
仰
に
出
品
質
倒
十
五
枚
(
川
一
一
剛
山
一
叫
し
上
r
U
)

令
官
文
机
ひ
て
、
彼
セ
L
て
獅
占
的
所
得
を
享
け

L
む

る
が
如
き
こ
ご
を
O
M

さ
十
。
若
L
斯
〈
す
れ
ば
・
地
代
は
依
然
存
在
(
、
労
働
者
間
山
平
等
は
破

μ
、
或
ゐ
一
部

の
人

ω
伺
占
を
維
持
す
る
錦
に
一
般
消
仙
賞
者
を
俄
牲
に
似
し
て
物
偵
を
上
げ

F
る
吋
か
L
A
γ

し
て
・
集
産
主
義

ω

第
一
原
則
セ
再
認
す
る
ニ
ご
、
な
る
吋
し
。

農
村

ω小
地
主
は
彼

ω所
有
雄
4
h
生
す
る
所
得
を
傘
は
れ
て
(
山
川
町
…
…
持
制
作
品

u
u…
山
間
一
一
認
土
)
又
彼
の
勝

手
に
其
耕
作
を
支
配
ゆ
る
白
向
ま
で
を
も
失
ム
o

彼
は
凶
が
訪
山
崎
製
、
土
地
へ
加
へ
た
る
改
良
、
耕
作
用
保
具
機

械
、
家
I
同
日
比
ぴ
貯
臓
物
的
所
仰
を
彼
に
許
し
泣
〈
時
で
き
へ
も
亦
・
」
の
自
由
を
犬
ふ
な
ち
。
賞
じ
i
n
人
は
行
政
一
鵬

が
-
地
方
分
離
制
的
場
合
(
d
和
川
い
い
氏
)
で
苫
へ
も
、
枇
命
的
欲
望
仁
従
ひ
生
産
十
一
整
理
司
る
一
再
挑
を
賦
輿
せ
ら

れ
届
る
こ
ざ
ぜ
出
品
ぺ
炉
ら
す
o

き
れ
ば
地
主
を
し
て
彼
の
怠
向
に
従
び
て
耕
作
せ
し
む
る
飽
は
宇
・
小
鹿
市
又
は

砂
糖
が
必
要
な
る
ご
き
(
…
閣
内
山
川
)
肉
骨
生
成
せ
し
め
れ
U
る
こ
と
能
は
宇
o

刺
作
川
一
利
類
、
生
車
問
物

ω性
質
及
び
分

量
は
す
べ
て
生
淀
川
り
指
令
は

(42
色「

R
Z
Z
ω
)

山
り
て
彼
に
命
ザ
勺
れ
、
而

て
指
令
官
は
従
来
り
術
的
畑
に

小
抗
出
ey
時
J
錦
仁
川
柳
h

入
品
、
-
』
?
佐
一
彼
仁
強
制
す
る
を
符
バ

[
O
斯
〈

L
イ
-
如
何
に
伎
は
共
刺
作

ω
強
度
( 

草(~!J~

設

C 

都
」
ハ
税

4二

プ
ル
ゲ
シ
氏
山
商
批
骨
正
弘
詐
帥

説

釦
二
十
阿
佐

局 句
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設

苑

七

プ
ル
ゲ
ン
氏
自
諸
批
A
W
主
義
評
論

修
二
十
四
審

一
O
一
四

第
六
貌

伽
)
き
へ
も
之
を
白
向
に
整
嗣
ず
る
を
得
ぺ
き
や
。
事
業
り
管
理
-F
悉
〈
行
政
聴
に
蹄
す
ぺ
き
は
必
然
な
h
t
す。

調
ゆ
る
地
主
た
る
農
民
り
放
践
は
斯
の
如

L
Q
彼
は
術
は
其
土
地
の
享
有
を
許
き
る
、
も
、
彼
的
帥
労
働
の
報
酬

ご
し

τは
彼
的
所
有
椛

ω
所
得
を
金
〈
除
草
花
る
貸
本
が
適
用
せ
ら
る
、
を
以
て
彼
の
特
別
の
機
利
は
奪
は
れ
、

叉
彼
の
航
路
は
集
産
制
の
領
土

ω
一
小
地
面
川
町
農
夫
内
放
態
正
全
〈
岡
椋
の
地
位
に
落
つ
る
を
以
て
彼
の
事
業
銀

管

ω自
白
書
へ
夫
は
る
る
な
り
。
新

ω如
き
は
枇
曾
主
義
者
が
過
波
の
諸
件
(
酬
ん
刊
誌
ω
州
一
昨
川
)
を
按
排
し
、
農

村
山
り
小
財
産
を
等
賞
し
、
小
地
主

ω妹
況
を
改
良
し
、
彼
を
し
て
共
産
主
義
り
組
織
(
嶋
崎
一
山
一
環
一
鵠
一
五
輪
正
一
印
式
)

に
利
害
関
係
を
有
せ
し
む
正
稲
す
る
も
の
な
り
。

前
段
に
於
て
は
自
作
曲
属
に
就
て
逃
ぺ
た
る
が
之
よ
ち
工
匠
、
小
工
業
主
、
印
ち
鍛
冶
指
物
師
uρ

ン
屋
錠
前
屋

等
・
彼
的
道
具
を
以
工
二
三
の
助
手
ご
共
に
働
〈
所

ω人
が
集
産
制
の
下
に
於
て
は
如
何
に
戚
b
行
〈
か
を
見
ん

ご
欲
す
O

M

柿
彼
の
道
具
機
械
仕
事
場
は
如
何
仁
E
レ
ふ
に
刑
命
主
義
者
は
彼
の
叫
労
働
則
具
的
所
有
確
を
彼
に
保
存

せ
ん
正
欲
す
る
如

L
o
然
れ
ど
も
若
し
彼
は
ぬ
雌
り
命
令
に
従
ひ
て
彼

ω生
産
を
整
頓
す
べ
〈
、
総

τの
生
産
物

そ
れ
に
封
し
通
常
の
率

ω欄
格
を
受
取
b
、
監
督
官
の
下
仁
彼
の
勢
働
者
(
刊
)
に
彼

を
行
政
府
叫
に
納
入
す
べ

C

の
分
主
等
し
き
報
酬
を
奥
へ
、
恐
〈
は
彼
的
支
配
の
勢
働
に
向
て
僅
少
の
差
額
を
別
に
得
る
に
過
ぎ
古
る
ぺ
き
に

於

τは
、
彼
の
所
有
機
は
何
を
意
味

t
、
彼
は
そ
れ
よ
h
如
何
な
る
刺
盆
を
得
べ
き
や
o

相
都
合
宜
き
制
度
に
依

a‘-

， • .・e
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れ
ば
、
若
し
彼
が
完
全
な
る
機
械
を
有
せ
ば
亦
其
勢
働
者
Z
共
に
特
別
生
産
力
の
賞
奥
を
享
〈
ぺ

L
。
然
れ
ど
も

彼

ω生
産
を
麹
克

L
又
は
減
少
す
る
こ
ご
を
彼
に
強
制
し
得
る
所
的
官
皮
の
気
催
の
下
風
に
彼
は
市
に
屈
伏
せ

F

る
べ
か
ら
十
o

故
に
早
晩
此
専
恋
り
制
度
は
時
闘
を
以

τす
る
定
率
法
を
一
般
的
な
ら
[
め
、
工
匠
を
し
て
闘
の

侵
略
す
る
威
力
り
前
に
降
伏
せ
し
め
、
遂
に
彼
の
小
所
有
機
は
消
滅
す
ぺ

L
o

小
府
主
に
就
て
之
を
見
る
に
、
彼

ω将
来
は
分
明
な
h
。
私
人
的
商
業
は
無
く
な
る
べ
し
、
而
し
て
小
責
闘
は

た
ご
ひ
彼

ω胞
を
保
つ
ピ
も
、
行
政
磁
の
代
理
人
た
る
に
過
ぎ
ゲ
る
ぺ

L
。
衣
服
、
家
具
、
金
物
等

ω公
共
的
大

倉
庫
の
外
に
十
分
に
多
数
の
小
資
応
は
消
費
者
じ
便
宜
ゆ
践
に
配
位
せ
ら
れ

τ、
彼
等
を
し
て
食
物
飲
料
及
び
文

房
具
小
間
物
香
料
品
等
的
雑
品
山
り
如
き
H
h
抽
出
裂
す
べ
き
物
品
を
容
易
に
符
せ

L
む
る
様
に
す
る
ミ
イ
」
は
常
に
必

要
な
る
べ

L
o
斯
〈
し
て
成
山
主
は
彼
等
的
応
を
保
ち
て
(
叫
ん
町
一
山
M
刊
斑
)
w
m
池
(
釧
臥
削
討
)
は
緩
和
せ
ら
る
ぺ

L
。
然
れ
ど
も
彼
等
は
最
早
彼
等
の
小
頁
す
る
所
的
物
品
の
所
古
明
者
に
非
宇
、
ヌ
最
早
版
寅
仁
山
bJ
て
利
潤
ぞ
得

g
る
べ

L
。
彼
等
は
官
の
傭
人
な
り
、
郎
も
大
倉
庫
が
彼
に
供
給
す
る
所
の
生
産
物
的
合
計
を
掌
z
b
此
等
を
会

定
山
一
償
蕊
・
に
て
会
栽
に
貰
る
任
務
を
負
ひ
他
山
崎
宵
働
者
ピ
同
じ
〈
其
帥
労
働
時
間
に
従
ひ
て
報
酬
を
受
〈
る
も
の
な

。
此
猫
立
せ
る
小
生
産
者

ω
問
題
仁
就
て
、
吾
人
は
カ
ク
ッ
キ
ー
氏
を
責
む
る
に
原
則

(
]
2
1
E
B
日制訓

蹴
村
山
臨
ん
一
問
主
)
を
改
め
た
る
を
以
て
す
る
を
得
す
。

氏
は
農
業
に
於
け
る
雇
働
傍
働
者

ω銭
的
に
必
要
な
る
保
護

院

苑

七

プ
ル
グ
シ
氏
の
諸
枇
官
、
正
義
評
論

第
二
十
四
谷

O 

五

第
六
都

ー、

" ' .・e
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詑

手直

4二
位q

プ
ル
ゲ
シ
馬
。
諸
枇
合
主
義
評
論

第
二
寸
四
巻

O 

r、

第
」
八
一
担

方
法
・
並
に
農
業
及
川
一
農
村
人
口
山
録
的
に
賢
施
し
得
べ
き
改
良
心
H
策
伝
説
明
し
た
る
後
に
、
氏
等
枇
曾
+
十
一
義
者

は
農
民
U

財
産
士
波
状
せ
ん

ε企
1

る
も
の
に
訓
.3
る
L
T
迅
ぷ
o

然

μ
ド
己
も
氏
凶
諜
一
以
は
企
業
者
り
利
盆
十
擁
護

せ
争
、
農
民

J

杭
管
り
救
掛
川
A
υ

復
興

uz
以一
1
北(円以

ω
版
刷
に
反
す

a

己
目
考
す
。
次
に
カ
ク
ッ
キ
ー
氏
は
農
民
H
A

枇
合
よ
り
彼
等

ω
生

ぴ
工
匠
以
集
沌
制
の
下
に
於
1
備
は
抽
出

τ彼
等
り
土
地
一
ス
リ
仕
事
場
的
占
羽
雌
を
保
有
し
、

産
周
り
材
料
及
び
説
A
A
を
受
け
、

札
合
的
生
産
品
川
抑
一
一
日
)
に
服
L
、
共
生
産
物
を
枇
合
に
提
供
す
ぺ
き
こ
ど
を

設
示
す
。
仰
之
附
加
し
て
、
此
政
策
に
山
ふ
り
(
但
L
濁
辺
に
就

t
見
る
に
)
日
に
卒
山
山
都
命
日
の
無
応
者

ω議
一
蹴
正

な
っ
て
居

ι枇
併
説
，
V

農
民
を
味
方
に
引
入
品
、
に
成
功
す
る
か
は
疑
は

L
、
然
れ
ど
も
彼
等
守
し
て
巾
立

ω地

位
に
向
は
し
む
べ
f

ご
絶
叫
す

ιを
要
せ
守
、

議
l

一
a

倣
山
捌
な
る
寄
生
的
経
必
heT
錯
す
所
的
知
数
叫
所
有
腕
者

(
帆
一
間
以
内
側
山
川
Mv
州
北
倫
)
は
大
な
る
相
官
営
叫
府
軍
ふ
可
か
ら
さ
る
利
議
が
彼
等
に
一
不
さ
れ
た
る
時
、

ピ
逃
ぺ
た

b
。

彼
等
が
外
以

見
的
み
布
す
る
所
的
獅
立

μ
ぴ
所
布
維
を
喜
ん
で
鋤
来
す
ぺ
人
』

上
越
す
る
所
に
由
れ
ば
兆
産
主
義
的
一
刑
台
に
於
d

し
は
所
な
棋
は
自
作
農
も
工
匠
も
亦
小
応
主
も
決

Lτ
之
を
保

持
す
る
を
得
ず
し
て
、
此
に
閲
す
る
総

τの
約
束
は
盛
山
皿
ご
な
る
。
此
主
義
的
問
執
す
る
所
の
論
理
に
従
へ
ば
、

立
(
湘
耐
ゆ
る
縮
池
川
別
問
符
重
廿
ら
る
よ
附
れ
棋
は
徒
法
空
交
に
止
ま
る
o

た
ど
ひ
人
は
如
何
に
言
ひ
得
る
ご
も
、
純

集
産
主
義
一
り
緩
徐
に
し

τ以
進
的
な
る
波
乱
は
不
可
能
な
り
。
此
主
義

ω全
勝
せ
る
践
に
は
自
作
焼
、
小
工
匠
M
A

び
小
広
主
は
宿
命
的
仁
共
有
の
法
則
じ
服
従
す
る
こ
ど
、
な
る
べ
く
.
或
は
唯
占
有
機
を
保
う
ご
も
、
而
か
も
其

Kantsky， Dゐぺ{;{raゲ"rage.出 ultgartI.<'99' s. 442炉LU柑諜 Lapoliliι[ue 
agraire du parti socialisLe， trad. Millulld et Pulach， llot. p. Igl:l主 205，

Giard， I903 
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V
-
2
-

、-E

H
H
H
J
F
1
与

土
日

ι川
、

ψ
木ニ

J
H

集
産
主
義
ご
白
山
ご
に
就
て

賞
り
所
布
株
、
所
得
、
利
潤
は
勿
論
、
経
替

ω白
山
骨
も
之
を
失
ふ
べ
き
は
疑
を
容
れ
歩
。

コ
コ

0

0

0

極
端
な
る
集
産
主
義
は
英
行
政
前
生
産
の
方
法
及
び
苧
均
強
度
的
叫
労
働
時
間
に
由
h
r
内
止
ま
る
所
の
共
債
値
の

昨

rMι
有
す
る
が
故
に
仙
人
り
活
動
川
総

τω
範
山
闘
を
合
な
所
の
英
大
な
る
カ
を
凶
に
賦
興
す
る
も
の
ご
諦
ふ
〈

L
o
此
主
義
い
公
的
資
制
酬
に
肉

h
τ
扶
持
せ
ら
晶
、
無
数
的
機
闘
よ
hJ
成
立
す
る
所
の
行
政
邸
に
強
制
附
す
る
に
超

人
間
的
な
る
任
務
及
び
過
重
な
る
責
任
を
以
て
す
。

此
主
義
は
行
政
臓
に
委
任
す
る
に
同
氏

ω
経
済
的
任
務
の
組

τを
以
て
す
、
詳
言
す
れ
ば
、
生
産
運
輸
貯
城
及

ぴ
分
配

ω綿
て

ω事
務
・
住
居
並
仁
生
活
必
需
品
及
び
共
他

ω設
耐
H
問
的
管
理
を
以

τす
。
此
は
彼
に
典
ふ
る
「
い

枇
伽
目
的
諸
手
均

ω粉
糾
せ
る
計
算
に
向
b
T
説
勤
労
及
ぴ
諸
生
旅
物
の
刷
闘
を
定

U
ぺ
き
特
別
の
権
力
を
以
て
す
。

及
び
彼
に
委
ぬ
る
に
非
情
に
後
雑
な
る
得
記
に
し
て
北
(
諜
謬
は
闘
民
の
生
存
を
危
う
し
得
る
所
の
も
の
を
以
て

す
O

R

公
権
は
失
茶
山
責
任
を
負
ふ
が
依
に
各
人
に
其
才
抱
に
遊
底
事
る
臓
を
奥
へ

Y
る
ぺ
か
ら
十
。
飢
も
岡
家
JU

幾
百
高
の
勢
働
者

ω唯
一

ω雇
主
な
札
ば
、
職
業

ω分
配
・
倒
率
的
計
算
、
又
は
生
産
物
の
受
領
に
就
て
活
さ
る

ぺ
き
過
失
H
A

ぴ
不
正

ω総
て
山
り
負
鍛
仁
任
」
一
グ
ベ
し
υ

此
抑
制
憐
的
政
府
は
公
民
を
同
時
に
消
費
者
ご
し
て
及
び
生
産

者
ご
し
て
蕗
理
す
る
が
故
に
絶
え
中
責
任
内
池
宜
に
悩
主
さ
る
べ
し
。

設

苑

プ
ル
ザ
ン
氏
自
諸
祉
合
、
正
義
訴
誌

第
二
十
四
巷

一
O
一
七

第
六
韓

と
コ白

-、.

， ' .・.
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詑

苑

プ
ル
ゲ
シ
氏
自
諸
乱
合
主
講
評
箇

第
ニ
十
回
答

第
大
都

七
プミ

O 

A 

物
質
的
進
歩
及
び
生
産
力
り
後
遺
を
保
護
す
ぺ
き
も
の
は
唯
被
選
官
吏
の
熱
心
主
勢
働
者
の
忠
誠

t
あ
る
の

み
0

1

放
に
総
て
の
偶
人
的
利
鎌
な
き
場
合
に
於
て
は
、
手
順
り
R

公
平
な
る
戚
情
(
叫
判
耐
畑
一
即
日
「
恥
叫
ん
町
一
立
般
)
が
彼
等

た
己
ひ
業
等
が
慣
州
問
及
び
既
得
の
地
位

ee期
覆
す
る
正
吉
に
T
も
、
採

用
せ
し
む
る
な
b
o
費
用
内
節
減
、
原
料
の
節
約
及
び
生
産
用
具
の
維
持
(
踏
出
)
は
一
方
の
人
な
(
謎
吋
占
拠
)
が

を
し
て
新
式
の
機
械
及
び
政
良
方
訟
を
、

彼
等
の
委
托
人
の
上
に
行
ひ
、
及
び
他
方

ω人
々
(
暗
絞
醐
判
明
)
が
自
身

ω上
に
行
ム
こ

Z覚
悟
す
る
所
の

強
制

(
F
n
g
g官
官
)
に
由
る
の
外
な
し
。
生
産
的
資
本
の
償
却
に
闘
し
、
及
び
其
繍
張
を
個
人
的
捗
働
の
報
酬

よ
り
の
控
除
に
向
h
て
錯
す
ニ
ピ
に
闘
し
て
は
之
を
遂
行
す
る
は
一
に
懸
b
て
被
選
公
権
の
果
断
に
在
h
(糊
削
州

純
集
産
主
義
の
闘
行
。
附
離
な
る
を
設
明
J

O

L

以
下
ジ
ヨ

1
レ
丸
氏
自
案
を
評
す
、

今
若
し
し
シ
ョ
1

V

A

氏
の
案
に
従
ひ
、
各
職
業
的
組
合
を
し
て
相
封
的
自
主
権
を
保
た
L
め
、
或
る
留
保
の
下

に
彼
等
の
生
産
用
具
の
所
布
楢
ぞ
握
ら
し
め
て
、
集
産
制
の
組
織
を
地
方
分
機
的
な
ら
し
め
ん
乎
、
備
は
此
案
仁

従
ひ
、
卒
均
生
産
力
の
一
労
働
時
を
以

τ償
値

ω
一
間
半
位
芭
な
せ
ど
も
、
平
均
に
優
れ
る
生
産
用
具
を
以

τす
る

勢
働
の
特
別
の
生
産
力
に
品
到
し
賞
典

(
5
0
1
2
0
)
合
得
さ
せ
る
如
き
方
法
を
益
び
行
ふ
に
肉

h-集
産
的
生

産
の
軟
弱
な
る
機
関
に
幾
分
か
の
活
気
を
添
へ
し
め
ん
乎
。
而
か
も
此
案
の
賀
行
は
ニ
箇
の
暗
礁
に
来
上
「
る
の

良
ゐ

h
o
共
一
は
各
特
和
の
経
笹
に
就
て
自
然
的
要
素

ω生
産
力
に
膳
じ
て
定
的
ら
る
べ
き
諸
平
均
の
計
算
が
非

常
に
複
雑
な
る
べ
き
こ
正
に
し
て
、
其
ニ
は
生
産
の
自
動
的
調
節
機
関
布
川
畑
山
一
叶
坤
)
を
依
〈
が
故
仁
、
必
然
的

1 
晶、

-・，
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に
中
央
公
構
に
婦
一
周
す
る
法
規
制
定

ω専
恋
な
る
カ
に
由

h
て
組
合
的
生
産
業
は
座
制
せ
ら
れ
窒
息
せ
し
め
ら
る

ぺ
き
ニ

Z
是
な
り
。

然
れ
ど
も
集
産
主
義

ω短
所
は
主
己

L
て
経
梼
的
均
衡

ω凱
貼
4
・
り
之
を
見
る
。
耽
曾
組
織
の
主
要
な
る
任

務
、
即
ち
生
産
を
諸
欲
却
に
適
合
せ
し
む
る
こ
己
は
行
政

ω任
務
ご
な
る
。
一
公
権
は
諸
報
告
を
集
中
し
、
諸
需
要

を
珠
見

L
、
そ
の
録
的
準
備
す
べ
き
生
産
の
諸
方
便
物
を
計
算
し
、
外
岡
よ
30
購
入
す
吋
き
貨
物
及
び
外
闘
に
輪

出
す
る
錦
に
生
産
す
べ
き
貨
物
の
数
量
を
計
算
せ

5
る
可
か
ら
中
。
貨
物
の
あ
ら
ゆ
る
移
動
を
整
似
し
、
最
h
繊

細
な
る
欲
望
(
時
一
叩
酬
時
)
並
び
に
最
も
重
要
な
る
欲
望
(
峨
批
判
一
)
を
過
も
な
〈
不
足
も
な
〈
満
足
す
る
縛
に
提
供
す

べ
き
生
産
物
の
禰
類
及
び
分
量
を
決
定
す
る
は
公
穫
の
責
任
な
り
。
之
が
鋳
に
数
多
の
官
真
を
置
〈
を
要
し
、
郎

も
彼
等
は
彼
等
の
峨
務
を
紛
糾
せ

L
む
る
心
配
な
し
に
会
衆
の
雑
多
に
し
て
移
h
気
な
る
噌
好
に
制
限
(
ぱ
剛
一
口

時
一
一
明
一
立
…
山
吊
・
)
す
る
を
要
し
、
叉
彼
等
は
佃
大
主
義
の
枇
曾
の
下
に
於
げ
る
生
産
者
及
び
商
人
等
の
そ
れ
を
匁
し

得
る
如
〈
、
諸
消
費
者
の
最
も
些
細
な
る
欲
求
を
も
先
見
す
吋
〈
工
夫
す
る
を
要
す
ぺ
し
。
生
活
必
需
品
に
就
て

の
任
務
の
如
き
は
事
末
の
先
見

ω謀
、
失
策
・
及
び
油
断
ゐ
る
を
許
古
宇
、
人
民
会
館
の
存
己
は
一
に
懸
h
t
ゐ

ら
ゆ
る
財
貨

ω供
給
者
た
る
彼
の
政
府
の
注
意
の
上
に
在
。
。

術
叉
集
産
主
義
は
純
然
記
る
理
論
上

ω方
法
よ

b
見
る
も
均
衡
を
賞
現
す
る
に
は
無
力
な
b
，
。
過
剰
な
る
、
流

行
後
れ
の
、
又
は
段
損
せ
る
生
産
物
は
其
原
債
を
以

τ買
取
る
人
な
{
L
て
応
庫
(
自
由
向
日
EU)
に
堆
積
す
る
も
、

詑

プ
ル
ゲ
ン
氏
四
譜
枇
曾
主
義
評
論

第
二
十
四
巻

O 

丸

七
-t; 

第
六
蛾

苑

-、.

~ ..... 
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詰

プ
ル
ヂ
ン
氏
の
諸
一
批
合
主
義
評
論

七
λ 

第
二
十
四
巻

O 

O 

第
六
腕

苑

之
を
一
員
捌
(
可
き
方
法
な
し
。
叉
不
充
分
な
る
分
量
に

t
点
在
す
る
物
ロ
聞
は
之
を
分
配
す
べ
き
減
嘗
の
規
則
な

し
。
諸
械
の
仕
事
に
労
働
者
を
分
配
す
る
に
就
て
も
集
産
主
義
は
亦
定
ま
れ
る
規
則
を
有
す
る
こ
ご
な
し
、
自
然

に
起
る
均
衡
の
銚
陥
に
就
て
は
国
家
は
求
職
者

ω最
も
少
な
き
職
業
に
労
働
者
を
充
員
す
る
須
に
強
制
カ
を
用
ひ

5
る
べ
か
ら
十
。

経
済
的
閥
川
町
の
狂
綱
、
濫
費
、
生
産
の
弛
緩
、
専
恋
M
A
ぴ
版
制
の
一
般
的
支
配
、
新
の
知
き
も
の
は
集
産
制
の

何
れ
の
鈷
よ
}
児
る
も
常
に
且
主
己

L
て
犠
牲
に
供
せ
ら
る
〉
む
の
は
即
日
山
岡
な

形
態
に
固
有
な
る
弊
害
な
り
。

b 
o 

従
来
集
産
主
義
の
反
針
者
は
主
ご
し
て
芸
座
制
の
性
質
ゐ
る
ニ
ご
を
反
叫
世
論
難
し
、
而
し
て
枇
品
目
主
義
者
は
久

し
き
問
之
に
答
へ
て
資
本
制
に
於

τは
賃
金
に
依
h
て
其
日
暮
し
を
箱
し
っ
、
資
本
の
意
の
催
に
な
る
所
の
多
数

人
じ
謝
し
て
其

ω自
由
ゐ
ら
十
ご
い
へ
り
。
此
日
体
調
攻
撃
の
偲
値
如
何
は
割
〈
之
を
柑
き
、
若
し
集
産
主
義
が
自

出
を
犠
牲
に
す
己
の
非
難
を
脱
却
し
得
ざ
る
限
h
は
此
主
義
は
破
滅
す
べ
し
。

同
誌
で
の
消
費
を
し
て
生
存
会
分
配
内
み
土
踏
を
有
す
る
審
判
者

ω任
意
に
従
属
せ
し
む
る
制
度
(
詩
叫
)
の

下
に
於

τ損
害
を
家
る
ぺ
〈
思
は
る
、
は
皿
判
。
自
由
の
み
な
ら
す
」
る
べ
し
。
若
し
仰
人

ω欲
出
一
及
び
噌
好
の
揃
足

l
Lト

が
司
皆
様

ω考
慮
に
委
ね
ら
る
、
な
ら
ば
偶
人
に
何
が
残
さ
る
、
ゃ
。
新
の
如
、
き
比
較
多
数

ω
恐
る
べ
き
椎
力
(
川
崎
吋

被
用
平
百
世
J

白
有
す
る
』

に
謝
す
る
比
峡
少
数
の
保
障
は
何
蕗
に
在
b
ゃ
。
有
形
財
貨
り
使
則
及
び
消
費
を
惹
起
す
べ
き
相
官
識
及

... 
~ . .... 
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ぴ
道
徳
に
閲
す
る
ゐ
ら
ゆ
る
個
人
的
又
は
集
図
的
活
動
、
卸
ち
出
版
の
自
由
、
選
阜
の
自
由
、
結
刷
の
自
由
、
演

劇
的
自
由
、
数
育
の
自
由
・
宗
教
の
自
由
等
り
あ
ら
ゆ
る
自
由
は
経
済
的
業
務

ω指
揮
に
任
す
る
長
人

ω専
制
に

屈
服
す
る
を
見
ん
。

若
し
集
産
主
義
が
北
(
従
来
岡
持
す
る
所
の
伺
値

ω方
式
を
改
め
工
需
要
及
び
供
給
の
作
用
を
詐
す
に
非
F
れ
ば

職
業
越
挫
の
自
由
迄
も
、
住
所
及
ぴ
一
家
嗣
向
精
の
自
由
迄
も
皆
公
推
の
左
右
す
る
所
こ
な
る
べ
し
。
或
物
を
生
産

す
べ
き
欲
部
一
及
び
、

之
が
生
産
者
の
侠
員
hz
生
守
る
事
故
に
向
h
て
同
一
家
族
の
族
員
は
一
公
良
の
命
令
に
従
ひ
其

父
母
の
・
米
よ
b
引
離
呂
れ
て
遠
方
に
分
散
せ
し
め
ら
る
べ
し
。
或
る
労
働
者
は
恰
も
古
代
の
櫛
舟
刑
を
謀
せ
ら
れ

た
る
奴
隷

(-E
問
巴
在
日
ω
)

が
北
(
腰
掛
に
在
る
如
〈
、
彼
等
の
仕
事
場
に
繋
留
せ
ら
る
。
質
に
現
今
に
於
て
も
岡

様
的
結
果
は
継
端
胴
上
の
必
要
よ
り
生

ι得
ぺ

L
Z
雌
も
、
そ
れ
は
事
物
自
然
州
勢
よ
り
生
F
る
も

ωな
れ
ば
、
夫

の
人
(
尚
治
吋
)
よ

h
費
す
る
強
制
的
如
〈
厭
ふ
べ
き
も
の
に
非

t

集
中
陀
主
義
者
は
其
主
義
貸
行
り
岐
に
於
て
脊
人
が
現
在
認
な
る
如
、
吉
岡
家
、
的
ち
諸
階
絞
(
問
削
一
時
特
必
)
の

限
別
め
る
上
に
越
て
ら
れ
、
而
炉
も
資
本
階
級
に
其
純
済
的
特
拙
凶
維
持
を
確
保
す
る
様
に
印
刷
紙
せ
ら
れ
及
び
管

理
せ
ら
品
、
一
腕

ω資
本
主
義
的
同
家
(
}
品
E
昨
日
立

z-互
の
)
は
廃
止
せ
ら
る
べ
し
正
山
円
白
ハ
リ
下
に
、

vr市
川
混
同

l

j

f

i

d

-

t

!

i

 

(
刊
崎
町
川
…
で
)

の
消
滅

f
べ
き
を
保
推
す
。
日
〈
集
産
制
'
h
於

τは
事
物
り
行
政
が
人
U

政
府
に
代
ゐ
ア
き
も
の

な
り
正
(
E
F

〆且
E
E且
E
E。
白
血
自
の
『
2
2
2
E
E『
ω
z
z
h…o

E
向。ロ〈耳ロ
0
5
2
H同
色

2
F
O目
E
2ご
制
合
主
持
者
は
人
中
山

t

m

山
な
る
請
を
距
制

uは

苑

プ
ル
グ
ン
氏
。
諸
枇
曾
主
義
評
論

弟
二
十
聞
を

。

第
六
掠

-(; 

;1， 

-、

"・..



r 

説

苑

プ
ル
ゲ
ン
氏
自
諦
枇
官
主
議
評
論

第
大
統

J、
Q 

第
二
十
田
谷

O 

者
自
一
腿
制
。
意
味
に
車
り
事
物
山
泊
政
な
る
語
を
J

O

以
て
珪
も
人
山
腿
制
な
き
事
物
由
嵐
盟
企
解
ナ
、

貨
に
集
産
主
義
者
は
子
守
唄
の
極
り
文
句
の
如
き
軍
調
に
繰
返
古
る
、
偽
善
の
方
式
を
以
1

人
の
思
想
を
撫
で

て
之
や
蹴
庫
昏
睡
せ
し
め
ん
己
勉
U
る
如
し
。
経
済
的
任
務
並
び
仁
政
治
的
任
務
が
す
べ
て
行
政
諸
一
同
臓
の
指
揮

に
由
hJ
て
施
行
せ
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
枇
品
目
的
生
活
が
榔
力
に
従
属

L
、
個
人
の
如
何
な
る
行
潟
も
公
楠
又
は
官
吏

の
監
情
を
見
が
れ

F
る
吋
量
刑
曾
に
於
℃
、
果
し
て
人

ω政
府
卸
も
人
の
命
令
の
強
制
は
消
滅
す
べ
き
か
。
何
人

も
新
〈
如
き
こ
子
炉
』
奥
而
目
に
肯
定
す
る
飽
は
ず
る
ぺ
し
。

ジ
ョ

l

V

1

氏
の
欲
す
る
如
〈
軍
事
及
び
外
交
の
権
力
り
側
に
勢
働
ゆ
最
高
曾
議
(
ロ
ロ
の
0
5
0
口

E
1門
町
民
含

昨
日
百
口
)
を
設
〈
る
こ
ご
が
果
し
て
経
憐
的
生
活
を
し
て
政
治
を
司

H

己
る
政
府

ω脆
督
セ
兎
が
れ
し
め
依
て
以

τ

自
由
を
保
全
す
る
充
分
な
り
£
思
考
し
得
ぺ
き
乎
。
又
.
ヲ

υ
J

デ
山
F
d
p
ド
氏
の
提
言

ω如
く
人

ω政
府
た
る
凶
ピ

事
物
の
政
府
正
の
聞
に
恰
か
私
脳
ご
胃
ご
の
聞
に
於
け
る
ご
同
様

ω差
別
を
錯
す
こ
己
が
充
分
な
る
べ
き
乎
o

こ

れ
等
諸
説
に
就
て
常
に
復
蹄

L
来
る
考
は
、
経
済
的
行
政
は
事
物
の
桁
政
な
る
が
故
に
決
し
て
人
を
・
陛
制
す
べ
き

も
の
に
非
す
ご
の
考
な
h
o
事
物
の
行
政
吉
は
貨
に
然
h
。
然
れ
ど
も
是
は
事
物
に
際
し
人
々
が
仙

ω人
々
の
上

に
施
こ
す
所
山
行
政
な
h
、
而
し
て
多
数
に
由
り
て
選
皐
せ
ら
れ
た
る
代
表
者
に
し
て
而
か
も
締
て
の
情
慾
及
び

意
越
を
抱
〈
所
内
此
等
の
人
々
は
、
人
間
耐
曾
に
未
曾
有
の
最
も
怖
る
可
き
撒
カ
を
授
興
せ
ら
る
。
若
し
資
本
主

義
の
岡
家
が
資
本
を
保
護
す
る
柏
崎
に
設
り
ら
れ
た
る
憲
兵
隊
ピ

νひ
得
べ
く
ん
ば
、
枇
曾
主
義
的
圃
家
は
威
力
及

a‘-

・"
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び
暴
虐
じ
於

τ従
来
用
ひ
ら
れ
得
た
る
縛
て
の
も
の
に
勝
る
所
の
諸
手
段
を
以
て
枇
曾
主
義

ω制
度
の
維
持
を
主

限
ご
す
る
警
椀
腐
な
h
E
詣
ム
べ
き
な
り
。

集
産
宝
義
者
は
集
産
制
賞
施

ω暁
に
は
従
来
の
岡
家
は
無
〈
な
り
、
政
治
を
司
ど
る
政
府
の
側
に
経
済
を
司
H
と

る
政
府
成
立
し
、
従
来
の
租
税
は
無
〈
な
h
、
公
費
を
支
排
す
る
斜
め
抽
労
働
生
産
物
よ
b
控
除
ゐ
h
z
言
ふ
も
、

是
し
れ
た

v
看
版

ω
塗
h
代
へ
の
み
。
恰
も
仰
岡
革
命
前
叫
制
度
に
於
け
る
ト
レ

1
ト

(-aEE
州
酬
の
)
が
閥
税

エ
イ
ド

(-E
巳

ι
2
一
一
用
)
及
び
J
f
4
W
(
向
島
。
=
日
醐
)
が
今
日

(]自品。↓
E
H
2
)
及
ぴ
入
市
枕
(
Q
n

可
。
山
首
)
己
な
'
り
、

は
間
接
税
(η

自
民
吉
国

0
5
z
a目
立
ω)

正
穆
せ
ら
る
、
如
〈
O

斯

ω
如
〈
宥
版
は
代
る

E
b
納
税
者
は
そ
れ
を
昆

繰
る
こ
ど
な
〈
L
I
彼
は
引
縦
吉
国
庫
の
史
員
等
(
滞
日

1
)
に
封
じ
て
評
判
好
き
名
稀
を
典
へ
つ
了
の
り
o

然
ら

ば
此
等
の
服
装
H
何
を
意
味

L
・
且
之
に
由
り
て
何
人
を
欺
き
得
る
乎
。

此
紙
〈
可
き
殿
酪
な
る
機
制
(
一
日
…
刊
郡
一
一
叫
ト
例
中
山
)
は
個
人
を
挺
束
[
破
砕
し
、
彼

ω
思
想
的
表
示
を
妨
げ
、
及
び

彼

ω家
族
を
分
裂
す
る
よ
り
し

τ彼
の
総

τの
行
動
を
抑
魅
す
る
が
故
じ
、
此
機
制
装
置
的
軍
片
た
る
仰
人
隠
生

よ
b
死
に
至
る
ま
で
此
機
制
仁
編
め
付
り
ら
る
べ
し
。
高
度
な
る
智
徳
の
後
蓬
を
遂
げ
た
る
人
生
的
総
て
は
斯
の

如
き
強
制
的
な
る
居
住
及
び
'
傍
役
の
制
度
(
日
広
岡
一
自
作
品
内
。
自

g目
見

母

円

0
2
t
ω
)
に
謝
し
て
は
念
怒
及
び
嫌

悪
の
情
を
以

τ抗
争
す
ぺ
し
。
個
人
が
今
日
真
に
彼
的
自
由

ω損
失
を
忍
び
‘
動
探
せ
子
、
叉
仰
へ
雑
き
激
祖
師
に

由
る
叛
乱
も
骨
岬
き
す
し
て
、
此
奇
怪
な
る
経
憐
的
隷
瞬
、
此
苛
酷
な
る
彼
的
意
識

ω抑
座
に
屈
従
す
る
を
誰
が
期

苑

詰

プ
ル
グ
シ
氏
の
諸
枇
官
主
義
評
論

第
二
十
四
巷

。

都
大
韓

λ 

h
『

'恥.
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設

施

プ
ル
ゲ
ン
民
の
諸
批
脅
工
輯
評
論

O 

四

ハ‘

第
二
十
四
巻

第
六
親

待
し
得
る
乎
。
否
、
新
の
如
き
制
度
は
決
し

τ生
育
し
得
べ
か
ら
十
。

ジョ

1
レ
ス
氏
は
亦
的
回
目
闘
に
謝
す
る
讃
僻
を
高
調
し
て
臼
〈
「
余
輩
も
亦
自
由
の
精
紳
を
有
す
、
余
輩
も
亦
線

τの
外
部
の
強
制
に
調
L
t
堪
え
難
き
戚
情
を
有
す
。
而
し
て
若
L
余
輩
の
憧
慣
す
る
枇
曾
制
度
に
於

τ余
輩
が

直
ち
に
「
自
由
」
、
「
異
質
に
、
完
全
に
、
生
活
し
っ
、
あ
る
自
由
」
に
出
逢
は
ぬ
な
ら
ば
、
若
し
余
輩
が
進
行
し
、

唱
歌

L
、
天
の
下
な
が
ら
歓
喜
し
、
自
由
に
呼
吸
L
、
及
び
偶
品
目

ω花
を
採
集
す
る
を
得
必
な
ら
ば
、
余
輩
は
現

貨
の
枇
曾
が
其
無
規
律
、
不
衡
卒
、
回
世
迫
ゐ
る
に
拘
は
ら
Ar
・
そ
れ
に
後
退
す
る
な
ら
な
。
何
ご
な
れ
ば
若
Lε

の
枇
曾
に
於
て
自
由
は
唯
虚
俄
な
ら
ば
、
人
々
に
具
現
ご
呼
ば
れ
て
佐
々
心
に
愛
着
せ
ら
る
、
所
の
も

ωも
亦
一

雌
俄
な
れ
ば
な
h
-

・
:
枇
曾
的
強
制
よ
b
は
、
寧
ろ
そ
の
総

τの
危
険
を
有
し
て
も
孤
凋
昔
話
]
E
L
m
)
を
可

Z
す
べ
く
、
如
何
な
る
形
曲
胞
を
以

τす
る
も
専
制
(
宮
内
凶
23Eω
自
の
)
よ
り
は
、
寧
ろ
不
統
一
(
-
屯
卯
E
R
E
O
)
を
可
正

O

Q

Q

0

1

 

・
E
識
は
余
輩
に
向
て
は
決
し
て
自
由
ピ
離
れ
て
考
ふ
べ
か
ら
さ
る
も
り
な
b
」
然
れ
ど
も
自
由
は

す
べ
し

雷
ド
新
な
る
枇
曾
制
度
仁
於
て
存
在
す
る
の
み
な
ら
守
、

は
亦
ジ
ョ
l
レ
λ

氏
自
跨
の
J
引

内
に
在
る
意
味
町
一
虫
約
な
町
主

業
心
一
盛
古
な
h
、
業
活
精
利
己
な
る
べ

L
E

さ

『

』

り

再

f
自
此
世
話

是
放
に
自
由
の
保
全
な
き
所
に
枇
曾
主
義
は
成
立
せ
宇
古
調
ふ
べ
し
。
然
ら
ば
如
何
な
る
調
和
的
手
段
に
由
、
り

て
確
カ
の
制
度
を
自
由
の
制
度
に
麓
形
し
得
ぺ
き
や
。

二
れ
に
ジ
ョ

1
レ
旦
氏
は
成
功
せ
中
、
何
百
な
れ
ば
氏
は
生
産
の
行
政
的
管
理
を
徐
儀
な
く
す
る
所

ω
「
勢
働

Organi'satωt SOCl.σ!ist.どJ Revuc 5odali!lt巴J av:ril 1895. p. 408. 
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に
由
る
償
値
の
評
定
」
を
拘
棄
せ

5
れ
ば
な
・
9
。
之
に
反

L
τ
u
v
z
フ
レ

1
氏
は
交
易
債
値
の
構
成
に
使
用
慣
値
を

考
慮
に
入
る
べ
き
こ
デ
ピ
以
て
枇
曾
主
義
者
を
設
伏
し
た

h
o
氏
自
〈
「
若
し
枇
曾
主
義
者
が
個
人
的
欲
望
の
白

由
を
禁
止
せ
ん
ピ
欲
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
す
ぺ
て
の
自
由
の
、
す
べ
て
の
文
明
の
、
す
べ
て
の
智
慮
的
及
物
質
的

幸
一
咽
の
不
倶
戴
天
の
仇
敵
ご
認
め
ら
る
べ
し
』
ピ
。
然
れ
ど
も
個
人
を
自
由
に
す
る
潟
に
は
生
産
を
白
向
に
し
、

其
結
果
ご
し

τ需
要
ご
供
給
正
に
従
ひ
て
畿
動
す
る
交
日
剤
師
唄
値
の
現
在
の
形
態
に
復
蹄
す
る
を
要
す
。

枇
曾
主
義
者
は
以
活
へ
ら
〈
若
し
組
合
叉
は
偶
人
が
債
格
の
動
指
に
従

οて
生
産
を
整
頓
す
る
自
由
を
保
有
す

る
な
ら
ば
、
枇
曾
主
義
は
存
立
せ
中
、
何
ピ
な
れ
ば
斯
〈
し
て
起
る
競
守
は
恐
慌
及
び
利
潤
的
不
平
等
を
生
、
千
べ

け
れ
ば
な
b
E
。

ニ
れ
は
需
要
及
び
供
給
の
作
用
に
由
る
遊
〈
可
か
ら
ゲ
る
結
果
な

h
や
c

余
輩
は
此
問
題
を
.
弐
各
に
於
て
、
資

本
主
の
所
得
を
消
滅
せ
し

U
る
を
目
的
ご
す
れ
Y
7
0
同
時
に
交
易
伺
飾
的
現
在
方
式
を
改
め

F
る
一
一
一
一
一
の
異
な
れ

る
日
開
煩
の
批
曾
主
義
を
辿
ぷ
る
時
に
再
論
す
べ
し
。
余
輩
は
次
容
に
於
1
闘
家
枇
曾
主
義
、
都
邑
枇
曾
主
義
、
及

ぴ
組
合
枇
曾
主
義
が
一
枇
曾
主
義

ω本
質
ご
雨
立
し
難
き
「
利
潤
の
不
卒
等
」
を
排
除
し
得
る
や
否
や
を
吟
味
す
べ

C

0

0

0

0

。

。

。

。

。

。

3

0

0

0

3

L
o
然
れ
H
Y

」
も
今
や
阪
に
次
の
貼
は
諮
明
せ
ら
れ
た

h
、
若
L
労
働
時
間
仁
由
る
伺
備
の
決
定
ピ

hvHArruuo

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

c

。
。
。
。
0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

仁
異
の
枇
曾
主
義
が
之
れ
有
る
な
ら
ば
・
枇
曾
主
義
は
白
山
玄
義
ご
出
削
宣
ず
〈
へ
μ
rバ
h
J

ず
o

(
第
六
章
終
り
、
並
に

第
一
審
畢
h
)
。

詑

苑

プ
ル
「
シ
民
の
前
世
官
主
義
跨
諭

第
二
十
四
巷

O 

E 

第
大
都

λ 

向上仙諜 ([rad.SchaIi日e，Die Quintessem: dc:s SOl:ialiSlllUS. S. 25， 51. 5:! 
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プ
ル
グ
ン
民
一
リ
諸
且
合
主
義
静
論

第
一
一
十
四
趨

() 

〉砲な

ノ守札

四

第
六
掠

附

言

以
上
は
千
1

Y

7
プ
山
七
グ
ン
氏

ω名
塾
諸
批
品
目
主
義
及
び
経
済
的
進
化
」
(
F
Z
C
R
目
見
守
口
町
笠
宮
、
「
E
号

注
目
虫

ω
。円
U
E
E
2
2
てかぐ。

-
E
S
品口
2
5日
E
E
第
七
一
版
巴
盟
一
九

O
七
年
刊
)
の
第
一
部
第
一
容

ω拙
詳
な

ム
リ

o

而
し
て
北
(
二
容
は
「
需
要
及
び
供
給
に
支
配
せ
ら
る
、
倒
値
制
を
維
持
す
る
枇
曾
主
義
的
形
態
を
論
宇
」
の

出
題
.
干
に
於

τι
早
を
分
つ
こ
己
ゴ
一
、

的一寸
h

，第

谷
第
六
章
の
後
を
受
付

τ、
第
七
章
に
「
岡
山
添
刑
借
主
義
及
び

加
市
此
合
主
義
」
第
八
草
に
「
組
合
副
食
主
義
及
び
コ
オ
ペ
ラ
チ
ズ
ム
」
第
九
士
一
早
に
「
作
品
産
制
批
品
目
の
諸
設
計
及

ぴ
刷
曾
主
義

ω他
の
読
形
態
に
到
す
る
7

F

ク
ス
一
似
」
を
評
論
す
。

余
は
此
等
山
数
半
並
に
第
二
郎
に
脱
す
る
請
辛
も
亦
大
に
参
照
に
資
す
べ
き
も
り
な
る
を
認
む
正
雄
も
、
今

州
四
〈
此
等
の
諜
過
又
は
説
明
を
他
日
に
譲
る
ο
然
れ
ど
も
余
が
飢
仁
詩

L
了
れ
る
部
分
は
7

Y

ク
ス
氏
及
び
比

川
仰
の
作
品
産
主
義
ゆ
誕
謬
R
A
び
民

-M行
ω凶
雄
紛
糾
及
び
肺
野
書
を
指
摘
し
解
剖
し
清
明

t
得
工
殆
ん
V
」
除
離
な
き

EJZ同
世

t
J己
決
す
。

J

{一

d

;
一

抑
も
此
Mm宮
山
り
初
版
は
千
九
百
四
年
一
月
に
刊
行
せ
ら
れ
、
余

ω誇
せ
る
は
千
九
百
七
年
り
第
三
版
に

L

て
、
貨
に
今
を

A

ぬ
る
二
十
年
の
前
に
出
た
る
も
の
な
り
。
蓋
し
隊
套
を
忌
み
て
斬
新
を
好
む
所
の
一
般
護
者
は

余
が
此
評
越
の
必
壊
に
し
て
徒
勢
に
蹄
す
る
を
笑
ふ
な
る
ぺ
し
。
然
れ
ど
も
此
若
誇

ω割
以
正
す
る
所

ω枇
曾

主
義
特
に
Y

ル
ク
ユ
氏
の
「
資
本
論
」
第
一
春
以
千
人
百
六
十
七
年
郎
、
ち
今
を
距
る
六
十
年
前
に
現
は
れ
、
爾
後

胸、-
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多
〈
の
絞
勝
率
者
に
批
判
ゼ
ら
れ
、

マ
め
戸
ク
旦
門
下
生

ω中
仁
す
ら
修
正
設
を
出
す
仁
至
h
た
る
じ
も
拘
は
ら

す
、
頑
迷
回
附
の
輩
は
今
向
ほ
「
資
本
論
」
り
各
章
を
金
科
玉
俊
己
思
考
仁
、

刺
曾
主
義

ωバ
f
プ
ル
正
曾
山
山
中

し
、
諸
縦
隣
組
平
者
に
向
h
τ
指
摘
せ
ら
れ
た
る
所
の
説
謬
弊
害
に
鈍
し
て
は
願
み
て
他
を
言
ム
ゆ
態
度
を
持
す

る
か
、
然
ら
古
れ
ば
説
僻
強
同
川
を
是
れ
ん
事
正
す
。
是
れ
狛
は
忍
ぶ
べ
し
、
或
者
は
一
脚
型
な
る
数
青
山
川
中
刷
介
の
城
壁

に
隠
れ
て
、
羽
脳
の
未
に
竪
ま
ら

Y
る
青
年
半
徒
を
諜
導
し
、
佐
々
彼
等
を
し
て
山
中
徒
な
る
本
分
を
超
越
し
て

刷
品
目
主
義
的
行
動
り
邪
筏
に
入
ら

L
め
、
彼
等
を
し

τ知
ら
十
織
ら
宇
快
州
制
に
胸
れ
刑
制
に
椛
ら
し
め
、
而
か

も
ぬ
然

t
l
t
日
〈
余
は
耐
曾
主
義

ω研
究
者
に
{
て
運
動
者
仁
非
ナ
ご
。
又
或
者
は
陽
に
刑
曾
改
良
勢
仙
擁

誰
山
旗
峨
を
立
て
、
、
陰
に
危
険
な
る
共
産
的
革
命
思
想
を
抱
き
、
成
激
し
易
き
勢
似
階
級
を
煽
動

L
数
駿

し
、
階
級
闘
争
を
激
成
[
、
岡
山
添
山
産
業
を
破
壊
し
、
枇
曾
川
り
利

-mZ恨
傷
す
o

貨
に
前
者
は
m

宇
田
貯
の
枇
鼠
に

し
て
、
後
者
は
此
命
的
思
婚
な
b
o

印
し
て

y

y
ゲ
ン
氏

ω
此
若
は
た
己
ひ
二
十
年
前

ω
欝
著
な
れ
ど
も
、

マ
ル
ク
ス
氏
の
資
本
論
じ
絞
る
、

ビ
阿
十
年
、

耐
か
も
比
(
批
詳

ω後
半
じ
し

τ級
街
な
る
、

共
論
叫
剛
の
別
切
に
し
て
着
貨
な
る
は
此
抑
制
削
山
著
書

中
の
白
周
な
り
P
一
余
は
確
信
す
。
川
市
し
て
然
ら
ば
余
の
応
拙
詳
は
珊
か
亦
向
学
徒
ゲ
し
て
魁
隣
町
学

ω鼠
理
を
合
得

せ
し
め
、
此
合
改
良
に
士
山
ゐ
る
者
に
向

t
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
邪
径
を
避
り
し
む
る
に
多
少
の
碑
柿
あ
る
ぺ
き

歎
G 

言E

手也

ウ
礼
ケ
ザ
氏

ρ
諸
融
合
主
韮
評
描

第
二
十
凹
巷

防
剛
山
時
叫
日

A 
F 

くJ

J 
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説

苑

プ
ル
ゲ
ン
民
田
諸
祉
官
主
義
評
論

第
二
十
四
谷

λ
六

λ 

第
:弐

韓

最
殺
に
一
言
す
一
へ
き
は
北
拙
詳
に
謝

L
余
に
忠
言
を
寄
せ
ら
れ
た
る
人
々
ゐ
る
こ
ど
是
な
り
。
小
樽
高
等
商

業
皐
校
数
授
手
塚
議
郎
君
は

出
O
R
m
g了
ゼ
プ
ル
ガ
ン
己
嫌
昔
す
べ
く

γ正
止
を
ジ
ヨ

-
V
A
Z
後
昔
す
ぺ

し
ぜ
数
へ
ら
れ
、
仰
蘭
商
巴
里
仁
切
卒
中
の
経
隣
町
学
士
山
本
勝
市
剖
れ
は
遥
か
に
拙
詳
に
劃
す
る
賛
刷
献
を
寄
せ
ら

札
、
且
』
山
口
与
を
ジ
ョ

1
V
1
t
滋
音
寸
〈
〈
、
人
常
の
タ
ョ

1
V
ス
ご
な

L
た
る
の
課
を
正
吉
れ
た
る
は
手
塚

羽
吉
岡
じ
o

余
は
直
も
に
手
元
に
在
る
ラ
ル
ツ
ス

ω仰
胤
小
字
山
県
を
柳
川
附
せ
る
に
海
軍
腕
官
出
。
ふ

EM山口
~
E
3

の
】
E
同町

の
「
伊
ω
仁
品
目

ω後
音
訓
を
附
す
る
を
見
る
。
故
に
同
姓
の
枇
曾
主
義
者

H
Bロ
V5Fω
も
亦
ジ

ヨ
1
レ
λ

ご
後
五
百
す
ぺ
き
は
宅
も
凝
を
容
れ
す
o

囚

τ余
は
前
々
蹴
誌
上
に
ジ
ヨ

-
V
1
ピ
書
せ
し
設
を
疋

L
、
本
批
に
は
ジ
ョ

1
v
λ

古
書
L
、
法
に
二
君
に
謝
す
。

出。「-円軒
C
E
の
政
官
に
就

τは
初
め
余
の
原
稿
に
は
プ
ル
ガ
ン
ピ
書
せ
し
を
、

偶
ま
来
訪
の
仰
語
専
攻
の
経

済
事
士
山
下
芳
一
泊
に
尋
ね
し
に
同
お
は
プ
U
F

グ

y
t
後
音
す
る
を
可
ご
す
E
言
は
れ
、
民
(
後
手
塚
君
の
忠
言

を
得
た
る
よ
り
更
に
一
一
一
一
一
の
仰
語
専
攻
の
士
に
尋
ね
た
る
に
或
は
プ
ペ
カ
Y

な
h
ご
い
ひ
、
或
は
プ
ル
グ
ン
な

り
ご
い
ひ
、
又
或
は
プ
U
F

ギ
ァ

Y

な
b
正
い
ふ
も
あ
b
o
囚
て
暫
〈
プ
u
y

グ
Y

正
錯
し
置
き
た
h
ノ
、
敢
て
手
塚

討
の
忠
言
を
紙
に
せ
る
に
非
A
V
O

諦
ム
之
を
諒
せ
よ
、
弦
に
重
ね
て
諸
君
子
の
忠
言
を
謝
し
、
併
せ
て
此
拙
誇

に
謝
す
る
大
方
の
是
正
を
乞
ふ
。

晶、


